
�愛媛県告示第１１６１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり宇和島地区広域事務組合の規約の変更を許可した。

平成２０年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

関係市町に地域包括支援センターが設立されたことにより関係

市町からの委託事務であった在宅介護支援センターに関する事務

が平成２０年３月３１日をもって終了したことに伴い、及びふるさと

市町村圏基金の取崩しを可能とするため、所要の変更を行う。

２ 規約変更年月日

平成２０年７月３１日

３ 規約変更許可年月日

平成２０年７月３１日

�愛媛県告示第１１６２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合の規約の変更

を許可した。

平成２０年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

ふるさと市町村圏基金の取崩しに係る規制が緩和されたことに

伴い、当該基金の取崩しを可能にするため、所要の変更を行う。

２ 規約変更年月日

平成２０年７月３１日

３ 規約変更許可年月日

平成２０年７月３１日

�������
�愛媛県告示第１１６３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２０年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１６４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２０年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１６５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項の規定により、

次のとおり指定医療機関の辞退があった。

平成２０年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

し ん ぎ 薬 局 株式会社
信義洋行薬舘

四国中央市土居町中村１１
２１番地の５

平成２０年
５月２０日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

し ん ぎ 薬 局 合名会社
信義洋行薬館

四国中央市土居町中村１１
２１番地の５

平成２０年
５月２０日

マ ロ ン 薬 局 栗林薬品株式会
社 西条市円海寺６番３ 平成２０年

１月１２日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

辞 退

年 月 日

こ も だ 歯 科 薦 田 浩 詞 新居浜市宮原町１番５８号 平成２０年
４月３０日
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�愛媛県告示第１１６６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２０年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１６７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定した。

平成２０年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１６８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２０年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人なごみの会 今治市別名２５１番地 デイサービスなごみ 今治市別名２５２番地 平成２０年６月１日

有限会社ケアプラザヨシコー 北宇和郡鬼北町大字興野 １々２
５１番地 有料老人ホームあおぞら 北宇和郡鬼北町大字興野 １々２

５１番地 平成２０年７月９日

新居浜医療生活協同組合 新居浜市新田町一丁目９番９
号 デイサービスみんなの家 新居浜市船木４６２０番地２ 平成２０年７月１４日

株式会社こころ 新居浜市中村一丁目１０番２３号 訪問介護事業所こころ 新居浜市中村一丁目１０番２９号 平成２０年７月２２日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社大福 宇和島市御幸町一丁目２番８
号

指定居宅介護支援事業所もも
か

宇和島市御幸町一丁目２番８
号オガビル３０２号 平成２０年６月２３日

医療法人里久会 喜多郡内子町平岡甲１３５番地
１ 居宅介護支援事業所アンジュ 喜多郡内子町平岡甲１３３ 平成１８年３月１日

株式会社エム．ケイ．エム．
事業所 伊予市下吾川１２２６－５ 居宅介護支援事業所しんかわ 伊予市下吾川１２２６－５ 平成２０年７月２３日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人なごみの会 今治市別名２５１番地 デイサービスなごみ 今治市別名２５２番地 平成２０年６月１日

医療法人仁明会 今治市南宝来町三丁目２番地
３ デイサービスセンターはとり 今治市南宝来町三丁目４番地

１ 平成２０年６月１日

有限会社ケアプラザヨシコー 北宇和郡鬼北町大字興野 １々２
５１番地 有料老人ホームあおぞら 北宇和郡鬼北町大字興野 １々２

５１番地 平成２０年７月９日

新居浜医療生活協同組合 新居浜市新田町一丁目９番９
号 デイサービスみんなの家 新居浜市船木４６２０番地２ 平成２０年７月１４日

株式会社こころ 新居浜市中村一丁目１０番２３号 訪問介護事業所こころ 新居浜市中村一丁目１０番２９号 平成２０年７月２２日

愛 媛 県 報平成２０年８月８日 第１９８８号

８８１
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�愛媛県告示第１１６９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の主たる事務所の所在地が次

のように変更された。

平成２０年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１７０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の主たる事務所の所在地が次

のように変更された。

平成２０年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１７１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届け出があった。

平成２０年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１７２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅介護支援事業

を次のように廃止した旨の届け出があった。

平成２０年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

有限会社訪問介護にじ 八幡浜市大字大平１番耕地８１
４番地 有限会社訪問介護にじ 八幡浜市大字大平１番耕地８１

４番地 平成２０年４月１日

有限会社たんぽぽ 新居浜市中西町１３番４３号 有限会社たんぽぽ 新居浜市中西町１３番４３号 平成２０年７月２３日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

セントケア愛媛株式会社

（変更後）
松山市馬木町２１６７番地

セントケアにいはま 新居浜市宮西町４－４ 平成２０年６月１日
（変更前）
松山市古川南二丁目７番２７号

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

セントケア愛媛株式会社

（変更後）
松山市馬木町２１６７番地

セントケアにいはま 新居浜市宮西町４－４ 平成２０年６月１日
（変更前）
松山市古川南二丁目７番２７号

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社大正ワーク 新居浜市本郷一丁目５番３７号 訪問介護サービス・スマイル 四国中央市土居町土居１１０５－
１ 平成１９年８月３１日

東洋殖産株式会社 伊予郡松前町大字筒井１５１５番
地 東洋殖産株式会社 伊予郡松前町大字筒井１５１５番

地 平成２０年３月３１日

愛 媛 県 報平成２０年８月８日 第１９８８号

８８２
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�愛媛県告示第１１７３号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２０年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

大洲市肱川町宇和川４１８、４４３、４７７の１、４９０、５９４の１、

６１５の３、６４０の２、６５２、６５５の２、６５６の３、６５９の５、

肱川町大谷６７から６９まで、９０の１、９１の１、９１の２、１９２、１

９３、３７７、３８２、３８３、３９６、３９７、８７３、１５１８の１、１５２１、

１５２２の１、１５２３の１、１５７３の１８、１５７３の２１、１５７８の１から１５７８

の３まで、１６０５の１、２０６４、２０６５の３、２０７３の３、２０７４の２、

２０７５の２、２０７６、２０８１の１、２０８１の２、２０８６、２０８８の１から２０

８８の１０まで、２０８９から２０９２まで、２０９４の２、２０９４の５、２０９８の

１、２１０９の１、２１４９、２１５０、２１５１の１、２１５２の１、２１５２の２、

２１５６、２１６９、２１７０、２１９３の１、２７４４、２７５４の１、２９８２の１、２９

８３の１、２９８４の１、２９８８の１、２９８９の１、２９９０の１、２９９１の１、

２９９１の２、２９９２の１、２９９２の２、２９９３、２９９４の１、２９９５、２９９８

の１、３００１、３００９、３０１０の１、３０１０の２、３０２０の１、３２６３、３２

６８の１、３２７２、３２７３、３２７４の１から３２７４の３まで、３２７５から３２

７７まで、３２７９の１、３２８０の１、３２８０の２、３２８７、３２８８の１、３２

８８の２、３２８９、３２９１、３２９４の１、３２９５、３２９６の４、３２９６の５、

３３５８の１から３３５８の３まで、３３５９の１、３３５９の２、３３６１、３３６２、

３３６５、３４６３、３４６４、３４７１、３４７２、３４７５の１、３７６０の１、３７６０の

４、３７６１の１、３７６１の３、３７６２の１、３７６３の１、３７６３の２、３７

８３、３７８４の１、３８６８の１、３８６８の２、３８６８の４、３８６８の５、３８

７１の１、３８７３、３８７４、３８７６の１、３８７６の３、３８８１、３９１６の１、

３９１７の１、３９２５、３９２６の１、３９２８の１、３９２９の１、３９２９の２、

３９３０の１から３９３０の４まで、３９３１の１、３９３２、３９３３の１、３９３８

の１、３９３８の２、３９４９の１から３９４９の３まで、３９５７の１、３９５７

の２、３９５８の１、３９５８の２、３９５９の１、３９５９の２、３９６０の１、

３９６７の１、３９６７の２、３９６８、３９７０の１、３９７０の３、３９７１から３９

７３まで、３９７５の１、３９７５の２、３９７９、３９８０、４４７８の１、４４７８の

３、４４７９、４４８３、４４８５の１、４４８５の２、４４８７、４４８８の１、４４９６、

４４９７の１、４４９７の３、４４９９、４５１１、４５１２の１、４５１３、４５１４、４５

２１、４５２９、４５３０、４５３２の１、４５３２の２、４５３６、４５３７、４５６０の３、

４５６７の２、４５７０、４５７１、４５７２の１、４５７７の４、４５７７の６、４５７８

の１、４５９５、肱川町西２、１１９、２０７、２０８の１、２０８の２、

２１５、２１６、２１９の４、２１９の５、２２０、２２１の１、２２１の３、

２２１の５、２４３の１、２４４、２４５の１から２４５の３まで、２５０、

２８１の１、２８５、２８６、２９０、２９４の１

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

南宇和郡愛南町正木３００１、３０２４の１、３０２５から３０２７まで、３０

２８の１、３０２９の１、３０２９の５、３０３０、３０３１、３０３２の１、３０３２の

４、３０３３、３０３４

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁並びに大

洲市役所及び愛南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１１７４号
林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１０条第１項の規定に基づく次の生産事業者の登録を抹消した。

平成２０年８月８日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

西予市 西予市宇和町卯之町三丁目４３
４番地１

西予市明浜居宅介護支援事業
所

西予市明浜町狩浜２番耕地１１
７７番地 平成２０年３月３１日

医療法人里久会 喜多郡内子町平岡甲１３５番地
１ 土居内科外科医院 喜多郡内子町平岡甲１３３ 平成１８年２月２８日

有限会社デイサービスセンタ
ーふれんど 新居浜市萩生２８９６番地２ 指定居宅介護支援事業所ふれ

んど 新居浜市萩生２８９６番地２ 平成２０年３月３１日

有限会社ミネケアシステム 伊予郡松前町出作２４０－６ ミネケアシステム居宅介護支
援事業所 伊予郡松前町出作２４０－６ 平成２０年３月３１日

愛 媛 県 報平成２０年８月８日 第１９８８号

８８３
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愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１７５号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

平成２０年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出事項

（東予地方局産業経済部今治支局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

今治市宮窪町宮窪１９１０

村 上 文 彦

今治市宮窪町宮窪１９２４

藤 本 二 郎

今治市宮窪町宮窪２８１２－２

村 上 英 司
宮 窪 宮窪町漁業協同組合

（中予地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

伊予市湊町２３４番地３

加 納 嘉 弘

伊予市湊町２１４番地３

大 森 日出雄

伊予市尾崎５８番地

新 田 伸 一
伊 予 伊予漁業協同組合

（南予地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

宇和島市津島町嵐１０９番地

清 家 宜 悟

宇和島市津島町曽根７８５番地

西 田 治 善

宇和島市津島町浦知４３５

竹 村 助太郎
下 灘 第 二 下灘漁業協同組合

（南予地方局産業経済部八幡浜支局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

大洲市長浜甲４６７－３

鶴 崎 兵 一

大洲市長浜町青島５７

紙 岡 清 成

大洲市長浜町今坊甲１２８２

中 伊 龍 二
長 浜 長浜町漁業協同組合

西宇和郡伊方町亀浦５４４番地

武 内 数 行

西宇和郡伊方町亀浦６１２番地

宮 本 泰 行

西宇和郡伊方町亀浦１９１番地１

宮 内 功
有 寿 来 八幡浜漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

平成２０年８月８日から同年８月２２日まで

� 縦覧場所

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる場所

東予地方局産業経済部今治支局
管 内 の 加 入 区

東予地方局産業経済部今治支局
水 産 課

中予地 方 局 管 内 の 加 入 区 中予地方局産業経済部水産課

南予地 方 局 管 内 の 加 入 区 南予地方局産業経済部水産課

南 予 地 方 局 産 業 経 済 部
八幡浜 支 局 管 内 の 加 入 区

南予地方局産業経済部八幡浜支局
水 産 課

登録

番号

生産事業者の氏名又は名称及び住所 生 産 事 業 者 の 内 容 事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地

氏名又は名称 住 所 種 穂 苗 木 名 称 所 在 地

３６２ 泉 岡 穂 東温市田窪５６４ １ 採取
２ 精選

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木育
成

泉岡農園 東温市田窪

愛 媛 県 報平成２０年８月８日 第１９８８号

８８４
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�愛媛県告示第１１７６号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」と

いう。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁、今治

土木事務所及び今治市役所において告示の日から起算して３週間公

衆の縦覧に供する。

平成２０年８月８日

伯方港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名及び住所

今治市別宮町一丁目４番地１

今治市

代表者 今治市長 越智忍

今治市大西町脇甲１０３２番地１

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

今治市伯方町木浦字足奈波乙５０９番、乙５１０番、乙５１１番、

乙５１７番、乙５１８番、乙５１８番２及び乙５２０番１の地先公有

水面

イ 区域

次の１点から５点までを順次直線で結んだ線並びに５点と

１点を結ぶ平成１９年の春分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋３．７１メート

ル）の陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（今治市伯方町大字木浦字高丸乙５９２番地の５７、国土

地理院「高丸山」四等三角点）は、北緯３４度１１分５０．６９１０秒、

東経１３３度０７分２０．０１３５秒の地点

１点は、基点から真北５度１６分２９秒４８６．２１メートルの地点

２点は、１点から真北１６６度３７分４５秒１２０．００メートルの地

点

３点は、２点から真北２５６度３７分４４秒６０．２４メートルの地

点

４点は、３点から真北１６６度３５分４７秒０．４８メートルの地点

５点は、４点から真北２５６度３７分４０秒１９．２５メートルの地

点

ウ 面積

９，６００．４２平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

今治市伯方町木浦字足奈波乙５０８番、乙５０９番、乙５１０番、

乙５１１番、乙５１７番、乙５１８番、乙５１８番２、乙５２０番１及

び乙５２８番１の地内及び同地先公有水面

イ 区域

次のＡ点からＨ点までを順次直線で結んだ線及びＨ点とＡ

点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（今治市伯方町大字木浦字高丸乙５９２番地の５７、国土

地理院「高丸山」四等三角点）は、北緯３４度１１分５０．６９１０秒、

東経１３３度０７分２０．０１３５秒の地点

Ａ点は、基点から真北３５３度２７分４７秒４６５．８７メートルの地

点

Ｂ点は、Ａ点から真北７４度５０分０４秒１００．０６メートルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北３４６度１６分２１秒４５．０１メートルの地

点

Ｄ点は、Ｃ点から真北７４度５０分０４秒１００．３３メートルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北１６６度３７分４５秒２２３．６４メートルの地

点

Ｆ点は、Ｅ点から真北２５６度３７分４４秒１６６．８４メートルの地

点

Ｇ点は、Ｆ点から真北３２７度１９分４５秒１６．２５メートルの地

点

Ｈ点は、Ｇ点から真北２５４度３５分０３秒２２．１８メートルの地

点

ウ 面積

３８，７０８．４９平方メートル

３ 埋立地の用途

輸送用機械器具製造業用地

４ 出願年月日

平成２０年７月３０日

�������
�愛媛県告示第１１７７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁、宇和島市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

平成２０年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

南予レクリエーション都市計画臨港地区 宇和島臨港地区

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 坂下津、桝形町２丁目、桝形町３丁目、栄町

港２丁目、曙町、寿町２丁目、弁天町１丁目、

弁天町２丁目、築地町１丁目、築地町２丁目、

住吉町２丁目、住吉町３丁目、住吉町三区、

大浦の各一部

� 削除する部分 明倫町１丁目、桝形町３丁目、丸之内５丁目、

栄町港２丁目、曙町、寿町２丁目、弁天町１

丁目、弁天町２丁目、弁天町３丁目、住吉町

１丁目、住吉町２丁目、築地町１丁目の各一

部

�愛媛県告示第１１７８号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人が指定されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定により告示す

る。

平成２０年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛 媛 県 報平成２０年８月８日 第１９８８号

８８５
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�愛媛県告示第１１７９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市萩生土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２０年８月８日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

就 任

退 任
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�愛媛県告示第１１８０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市庄内土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２０年８月８日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

�������
�愛媛県告示第１１８１号
今治市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（かんがい排水）・片上地区）の施行は、適当と認められるの

で、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項におい

て準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を

縦覧に供する。

平成２０年８月８日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

片上地区）計画書の写し

� 今治市土地改良事業分担金等徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２０年８月１１日から９月５日まで

３ 縦覧場所

今治市役所波方支所

�������
�愛媛県告示第１１８２号
今治市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（農道）・一本松地区）の施行は、適当と認められるので、土

地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用

する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に

供する。

平成２０年８月８日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・一本

松地区）計画書の写し

� 今治市土地改良事業分担金等徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２０年８月１１日から９月５日まで

３ 縦覧場所

今治市役所玉川支所

�愛媛県告示第１１８３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 指 定 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

四第
３号

四国中央市三島宮川４丁目６番５５号 四国中央市 四国中央市三島宮川４丁目６番５５号
四国中央市本庁舎

平成２０年６月６日

四国中央市金生町下分８６５番地
四国中央市川之江庁舎

四国中央市土居町入野１７８番地１
四国中央市土居庁舎

四国中央市新宮町新宮４６１番地
四国中央市新宮庁舎

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 真 鍋 伸 一 新居浜市萩生７６３番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 真 鍋 敏 夫 新居浜市萩生７６３番地

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 （一）
鈍川伊予大井停車場線

今治市玉川町鈍川丙１８３番１地先から
同町鈍川丁７１番１地先まで

今治市玉川町鈍川丙１８４番１０から
同町鈍川丁５９番３まで

旧 ３．８～１６．０
８．６～２１．５

０．０７９
０．０７０

道路台帳
付図【１】
－３０から
【１】－３６
まで【１】
－１から
【１】－７
まで

愛 媛 県 報平成２０年８月８日 第１９８８号

８８６
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�愛媛県告示第１１８７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、愛南町から協議のあった町営土地改良事業（農業用道路整備

事業・山出地区）の施行に平成２０年７月２９日同意した。

平成２０年８月８日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫

�愛媛県告示第１１８４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１８５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１８６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

今治市玉川町鈍川丙１８４番１０から

同町鈍川丁５９番３まで
新 ８．６～２１．５ ０．０７０

道路台帳
付図【１】
－１から
【１】－７
まで

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 （一）
鈍川伊予大井停車場線

今治市玉川町與和木甲４３１番１地先から
同町與和木甲３９５番１地先まで

今治市玉川町與和木甲４３１番５から
同町與和木甲４０４番５まで

旧 ３．１～１８．５
８．１～１２．０

０．１２７
０．０９７

道路台帳
付図【１４】
－３０から
【１４】－３５
まで【１４】
－７から
【１４】－１１
まで

今治市玉川町與和木甲４３１番５から

同町與和木甲４０４番５まで
新 ８．１～１２．０ ０．０９７

道路台帳
付図【１４】
－７から
【１４】－１１
まで

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 （主）北条玉川線

今治市玉川町葛谷甲６１２番１地先から
同町葛谷甲６１３番４地先まで

今治市玉川町葛谷甲６１２番５から
同町葛谷甲６１４番３まで

旧 ５．５～１２．０
９．０～１８．０

０．０７１
０．０７１

道路台帳
付図【２８】
－２６から
【２９】－２３
まで【２８】
－２３から
【２９】－１
まで

今治市玉川町葛谷甲６１２番５から

同町葛谷甲６１４番３まで
新 ９．０～１８．０ ０．０７１

道路台帳
付図【２８】
－２３から
【２９】－１
まで

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 辰巳伊予和気停車場線
松山市太山寺町１４８３番１０から

同町１３２０番８まで

旧 ４．６～４１．３ ０．１３９

新 １２．６～４１．３ ０．１３９

愛 媛 県 報平成２０年８月８日 第１９８８号

８８７
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�愛媛県告示第１１８８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、愛南町から協議のあった町営土地改良事業（農地保全事業・

山出地区）の施行に平成２０年７月２９日同意した。

平成２０年８月８日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫
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�愛媛県告示第１１８９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、愛南町から協議のあった町営土地改良事業（農業用用排水施

設整備事業・山出地区）の施行に平成２０年７月２９日同意した。

平成２０年８月８日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫

�愛媛県告示第１１９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１９３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和島下波津島線
宇和島市津島町北灘字新田甲２１４７番４９から

同町北灘字面浦甲１１４８番１６地先まで

旧 ４．４～７．７ ０．１１６

新 １１．２～１９．２ ０．１１０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９７号
西宇和郡伊方町三崎１０７２番２から

同町三崎１６１１番２まで
平成２０年８月８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小田河辺大洲線
大洲市河辺町植松５２４番から

同市河辺町植松５５０番地先まで

旧 ５．１～１４．９ ０．０６５

新 １４．９～２３．０ ０．０６５

愛 媛 県 報平成２０年８月８日 第１９８８号

８８８
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�愛媛県告示第１１９５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定した。

平成２０年８月８日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫

１ 指定年月日及び番号

平成２０年７月２９日 ２０南西土第道－２号

２ 道路の位置

西予市宇和町卯之町五丁目１４１番の一部

幅員 ４．００メートル

延長 ２６．２２メートル

３ 申請人の住所及び氏名

西予市宇和町稲生２１８番地

株式会社 南予都市開発

代表取締役 薬師神 有喜

４ 図面省略

�愛媛県告示第１１９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田河辺大洲線 大洲市肱川町山鳥坂４２７９番４ 平成２０年８月８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田河辺大洲線
大洲市河辺町植松３３１番から

同市河辺町植松３２８番６まで
平成２０年８月８日

平成２０年８月８日 発行

愛 媛 県 報平成２０年８月８日 第１９８８号

８８９


